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国立大学法人和歌山大学留学生用借上宿舎使用細則  
制  定 平成３１年 ３月 ６日  
法人和歌山大学規程 第２１１４号  
最終改正 令和 ５年 ６月２３日  

（趣旨）  
第１条 この細則は、国立大学法人和歌山大学留学生用借上宿舎規程（以下「規程」と

いう。）第１４条の規定に基づき、国立大学法人和歌山大学留学生用借上宿舎の使用

に関し、必要な事項を定めるものとする。  
（入居の申請）  

第２条  規程第６条第１項の規定により入居を申請するときは、原則として入居希望

日の１月前までに次の書類を提出しなければならない。  
（１） 入居許可申請書（様式第１号）  
（２） 健康診断書  
（入居の許可）  

第３条 学長は、入居を許可したときは、入居許可書（様式第２号）を交付する。  
２ 入居日は、原則として学期の始めとする。ただし、学期の中途において居室が明け

渡され、かつ、特別に入居させる理由があると認められる場合は、この限りでない。  
（入居及び入居の手続）  

第４条 入居を許可された者（以下「入居者」という。）は、入居許可期間の初日から

１０日以内に入居しなければならない。  
２ 入居に際しては、入居許可期間の初日の前日までに誓約書（様式第３号）を、入居

後３日以内に入居届（様式第４号）を提出しなければならない。  
（入居期間の延長）  

第５条  規程第５条第２項の規定により入居期間の延長を申請するときは、入居期間

延長願（様式第５号）を入居許可期間最終日の１月前までに提出し、許可を受けなけ

ればならない。  
２ 学長は、入居期間延長を許可したときは、入居期間延長許可書（様式第６号）を交

付する。  
（退去の手続）  

第６条  規程第１１条第１項第１号及び第２号により退去する者は、原則としてその

１月前までに退去届（様式第７号）を、また、入居期間満了前等に退去する者は、そ

の日の１０日前までに退去願（様式第７号）を提出するものとする。  
第７条  規程第１１条第１項第３号による退去は、学長が交付する入居許可取消通知

書（様式第８号）をもつて行う。  
２ 退去の命令を受けた者は、  その日から７日以内に退去しなければならない。  
第８条 入居者は、退去するときは居室並びに居室に附属する設備及び備品について、

学長が指定する者の点検を受け、それに立ち会わなければならない。  
（寄宿料等）  

第９条 規程第７条の寄宿料等の額は、別に定めるところによる。  
２ 前項に定める寄宿料等の納付方法は、別に定める。  
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附 則  
１ この細則は、平成３１年４月１日から施行する。  
２ この細則の施行により、和歌山大学国際交流会館使用細則（平成６年１１月４日制

定）は、廃止する。  
附 則（令和２年３月１０日一部改正：法人和歌山大学規程第２２２２号）  

この改正細則は、令和２年４月１日から施行する。  
附 則（令和３年２月２２日一部改正：法人和歌山大学規程第２３２３号）  

この改正細則は、令和３年２月２２日から施行する。  
附 則（令和５年６月２３日一部改正：法人和歌山大学規程第２６４４号）  

この改正細則は、令和５年６月２３日から施行し、令和５年４月１日から施行する。  
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様式第１号(第２条関係) 

年   月   日 

 

入 居 許 可 申 請 書 

 

 

国立大学法人和歌山大学長 殿 

 

氏  名 

署  名 

生年月日     年   月   日生 

 

下記のとおり国立大学法人和歌山大学留学生用借上宿舎へ入居したいので、申請します。 

 

記  
 

所属       学部・学環・研究科       学科・専攻   年次 

身分 
 □ 交流協定留学生   □ 国費留学生   □ 政府派遣留学生 

 □ 私費留学生   □ その他（              ） 

国又は地域名  

在学予定期間      年   月   日 ～      年   月   日 

入居希望期間      年   月   日 ～      年   月   日 

入居前の住所 

※初来日の場合

は、本国の住

所 

 

TEL 

入居を希望す

る理由 

※経済的事情も

含めて具体的

に 
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様式第２号（第３条関係） 

許可番号第       号 

年   月   日 

 

 

入 居 許 可 書 

 

 

           殿  

 

 

国立大学法人和歌山大学長   

 

 

    年   月   日付けで申請のあつた国立大学法人和歌山大学留学生用借上

宿舎への入居については、下記のとおり許可する。  

 

記 

 

１ 入居許可期間      年   月   日 ～     年   月   日 

２ 宿舎名称・居室番号           棟    階    号室 

３ 寄宿料等   月額       円 

４ 光熱料等   別に定める実費を負担のこと。  

５ 貸与物品   別表のとおり 

６ 注意事項 

(1) 入居許可期間の初日から 10 日以内に指定された居室に入居すること。  

(2) 入居許可期間の初日の前日までに誓約書を、入居後３日以内に入居届を提出する

こと。 

(3) 貸与物品は、職員の立会いのもとに確認すること。  

(4) 規程及び細則等を遵守すること。これらに違反した場合は、退去しなければならな

い。 
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別 表 
 

貸 与 物 品 一 覧 
 

物  品  名  数  量  備  考  物  品  名  数  量  備  考  
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様式第３号(第４条関係) 

年   月   日 

 

 

 

誓 約 書 

 

 

 

国立大学法人和歌山大学長 殿 

 

 

私は、国立大学法人和歌山大学留学生用借上宿舎に入居のうえは、国立大学法人和歌山

大学留学生用借上宿舎に関する諸規程等を遵守することを誓います。 

なお、万一誓約したことについて履行しない場合は、入居期間中に退去処分を受けても

不服を申立てません。 

 

（本人） 

氏名 

署名 

 

 

私は、上記の者に国立大学法人和歌山大学留学生用借上宿舎に関する諸規程等を遵守さ

せることを保証します。 

 

（保証人） 

氏名                 

住所 〒 

 

TEL 

続柄 

 

 

 

※ 交流協定留学生、国費留学生及び政府派遣留学生については、保証人は不要です。   
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様式第４号（第４条関係）  
年   月   日 

 

 

 

入 居 届 
 
 
 

国立大学法人和歌山大学長 殿 

 

 

 
氏名  

 
署名  

 
 

私は、下記のとおり国立大学法人和歌山大学留学生用借上宿舎へ入居しましたのでお

届けします。  
 

記  
 
１ 入居日           年   月   日  
 

２ 宿舎名称・居室番号              棟   階   号室  
 

３ 写真貼付  
 
    
 
 
 

 

 

 

  

 
本人  

半身・正面  
 

４×３ cm 
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様式第５号(第５条関係) 

年   月   日 

 

 

入 居 期 間 延 長 願 

 

 

 

国立大学法人和歌山大学長 殿 

 

 

 

所属 

氏名 

署名 

 

 

下記のとおり国立大学法人和歌山大学留学生用借上宿舎の入居期間の延長を許可くださ

るようお願いします。 

 

記  
 
１ 宿舎名称・居室番号              棟   階    号室 

２ 入居許可期間の最終日     年   月   日 

３ 延長希望期間         年   月   日～    年   月   日 

４ 延長理由（できるだけ詳細に記入すること。）  
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様式第６号（第５条関係） 

許可番号第       号 

年   月   日 

 

 

 

入 居 期 間 延 長 許 可 書 

 

 

 

           殿  

 

 

 

国立大学法人和歌山大学長   

 

 

    年   月   日付けで願い出のあつた国立大学法人和歌山大学留学生用借

上宿舎への入居期間延長については、下記のとおり許可する。  

 

記 

 

１ 入居延長許可期間     年   月   日 ～     年   月   日 

２ 宿舎名称・居室番号           棟    階    号室 

 

  



留学生宿舎使用細則 

３４５ 

様式第７号（第６条関係）  

年   月   日 

 

 

退 去 届 （願） 

 

 

国立大学法人和歌山大学長 殿 

 

 

所属 

氏名 

署名 

 

 

下記のとおり国立大学法人和歌山大学留学生用借上宿舎を退去（します・したい）の

で、お届けします。 

 

記 

 

１ 宿舎名称・居室番号              棟    階    号室 

２ 入居許可期間の最終日     年    月   日 

３ 退去予定年月日        年    月   日 

４ 退去後の住所又は連絡先  

 

TEL 

５ 退去理由（入居許可期間満了前に退去する場合のみ記入すること）  

 

 

 

 

６．注意事項 

(1) 退去日までにその月の寄宿料等を納付すること。 

(2) 退去の際、光熱料等を支払い、居室の清掃をすること。  

(3) 職員から居室の点検を受け、居室を入居時の現状に回復すること。  
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様式第８号（第７条関係）  

許可番号第       号 

年   月   日 

 

 

 

入 居 許 可 取 消 通 知 書 

 

 

 

           殿  

 

 

 

国立大学法人和歌山大学長   

 

 

国立大学法人和歌山大学留学生用借上宿舎規程第１１条第１項第３号の規定に基づ

き、入居の許可を取り消したので、通知する。 

 

記 

 

１ 宿舎名称・居室番号           棟    階    号室 

２ 退去期限年月日       年   月   日 

３ 取消理由 

 

 

４ 注意事項 

(1) 退去日までにその月の寄宿料等を納付すること。 

(2) 退去の際、光熱料等を支払い、居室の清掃をすること。  

(3) 職員から居室の点検を受け、居室を入居時の現状に回復すること。  

 

 

 


